
一
頁

内

閣

府

○

令
第
八
号

国
土
交
通
省

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
、
第
四
条
第
九
項
及
び
第
十
項
並
び
に
別
表

第
二
十
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
府
・
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令

の
特
例
に
関
す
る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

内
閣
府
・
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措
置
及

び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
命
令

（
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
の
特
例
）

第
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
が
、
そ
の
設
定
す

る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
内
に
お
い
て
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
良
好
な
景
観
の
形
成
の
促
進
等



二
頁

総
理
府

を
図
る
た
め
、
案
内
標
識
（
道
路
標
識
、
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
（
昭
和
三
十
五
年

令
第
三
号
）
第

建
設
省

一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
案
内
標
識
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
警
戒
標
識
（
同
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警
戒
標

識
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
縮
小
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
法
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

（
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当

該
認
定
の
日
以
後
は
、
当
該
構
造
改
革
特
別
区
域
内
の
案
内
標
識
及
び
警
戒
標
識
の
寸
法
（
柱
の
規
格
に
係
る
部
分
を
除
く

。
）
に
つ
い
て
は
、
同
令
別
表
第
二
の
備
考
一
の

及
び

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
案
内
標
識
及
び
警
戒
標
識
の
部

（二）

（五）

分
の
図
示
の
寸
法
（
同
表
の
備
考
一
の

の
２
本
文
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
基
準
に
係
る
値
）
の

（五）

二
分
の
一
ま
で
縮
小
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
業
）

内

閣

府

第
二
条

法
別
表
第
二
十
七
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
の
う
ち

令
で
定
め
る
も
の
は
、
別
表
に
掲
げ
る
事
業

国
土
交
通
省

と
す
る
。

附

則



三
頁

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

番

号

事

業

の

名

称

関

係

条

項

一

地
域
特
性
に
応
じ
た
道
路
標
識
設
置
事
業

第
一
条


